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高齢者憲章  

高連協は、国連提示の「高齢者の自立、自己実現、参加、ケア、尊厳（五原

則）」とともに、「高齢者の役割」も踏まえて、「すべての世代が生きがいあ

る生活を追求できる平和な社会」、「年齢差別のない社会」の創造をめざして

います。そして、この運動の基本的指針を「高齢者憲章」として、ここに提唱

します。  

＜提言＞ 

 1．尊厳：個人の尊厳は他の世代の人々と同様に高齢者についても重んじら

れる。 

 2．社会参加：高齢者が生き生きと暮らすことは、すべての世代の人々が安

心して暮らせる社会をつくるために不可欠である。そのためには、高齢者の能

力を活用する事業や職種を社会全体で開発するなど、高齢者が意欲を持って社

会参加できる機会を広げることが望まれる。 

 3．社会貢献：すべての世代にとって住みよい社会をつくるために、高齢者

は若い世代と交流しつつ、その経験を生かして社会福祉、環境整備、コミュニ

ティづくり、文化の伝承、国際交流などの社会貢献活動に積極的に参加する。  

4．健康づくり：高齢者は、地域社会において充実感を持って生きることがで

きるよう、自らの身体的機能の維持に努める。そのために、保健センターや健

康づくりネットワークなど、地域における仕組みや環境を整備することが望ま

れる。  

5．まちづくり：身体的能力や生活能力がいかに異なっていようとも、安心し

て暮らせる社会にするために、バリアのない住宅やまちをつくることを公共事

業の重要なテーマとすることが望まれる。また、すべての人々は、心のバリア

を取り払い、地域社会において助け合って生きるよう努める。  

6．社会保障制度：年金、医療、介護などの社会保障の制度は、国民の生涯に

かかわる制度として確立され、これによりすべての世代が安心して暮らせる社

会にすることが必要である。これらの制度は相互扶助の精神に立ち、負担の公

平と効率的な運用の確保に努め、社会全体の活力を失わせないように総合的に

構築されなければならない。これらの制度によりサービスを受けるものは、可

能で適切な範囲において、その費用の一部を負担するとともに、その自己決定

権は最大限に尊重されなければならない。  

7．生涯学習：生涯学習：高齢者の多様な生き方を支援するため、生涯にわた

り学習できる仕組みの整備が望まれる。また、高齢者の経験や知恵が子供や若

者の教育に活用される仕組みも、つくられなければならない。  



高齢者をはじめ総ての世代の男女は、共同参画して以上の提言の達成に努め

る。  

１９９９年９月１５日   ２００５年９月１５日 前文一部改訂  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 


